
 
答 申 第 1 1 5 号  

令 和 ３年 ７月 ８日 

 
財 務 大 臣 
  麻 生 太 郎 殿  
 

関 税 等 不 服 審 査 会      
会 長  佐 藤 英 明 

  
 

答 申 書 
 

 
 令和３年５月 13 日付財関第 368 号をもって諮問のあった関税法（昭和 29 年法律第

61 号。以下「法」という。）第７条の 16 第１項の規定に基づく関税の更正処分及び同

法第８条第２項の規定に基づく関税の加算税賦課決定処分に対する審査請求につき、

当審査会の意見を次のとおり答申する。 

 なお、以下において使用する用語の意義は、下記のとおりである。 

 

 

記 

 

審査請求人  株式会社Ａ（以下「審査請求人」という。） 
 
本件各処分  Ｂ税関Ｃ税関支署長（以下「Ｃ支署長」という。）及びＢ税関Ｄ税関

支署長（以下「Ｄ支署長」という。）が行った法第７条の 16第１項の規

定に基づく関税の更正処分及び同法第８条第２項の規定に基づく関税

の過少申告加算税賦課決定処分（別紙に掲げる処分。） 
 

 
 

意 見 
 

  本件各処分の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）については、

本件各処分に係る貨物で、ＧＳＰ税率の適用を受けたもののうち、ヒールを使用してい

ないものに係る処分に対する審査請求は、これを認めて処分の全部又は一部を取り消

し、その余の処分に対する審査請求は、これを棄却するべきである。 
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理 由 

 

第１ 事案の概要 

  １ 審査請求の経緯 

（１）審査請求人は、Ｅ国、Ｆ国、Ｇ国等において靴の委託製造及び販売を行う法

人であり、遅くとも平成 24 年以降、Ｅ国から関税定率法等の一部を改正する

法律（平成 28 年法律第 16 号）による改正前の関税定率法（明治 43 年法律第

54号。以下、単に「定率法」という。）別表（以下「関税率表」という。）第 64

類に分類される婦人用靴等（以下「輸入貨物」という。）を輸入するために、Ｃ

支署長及びＤ支署長に対して、継続的に輸入（納税）申告（以下「輸入申告」

という。）を行っていた。 

（２）上記（１）の輸入申告に際して審査請求人は、「包括的な経済上の連携に関す

る日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定」（以下「ＥＰＡ」という。）

第 16条１の規定に基づく関税の譲許の便益による税率（以下「ＥＰＡ税率」と

いう。）又は関税定率法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 16 号）に

よる改正前の関税暫定措置法（昭和 35 年法律第 36 号。以下、単に「暫定法」

という。）第８条の２第３項の規定に基づき特別特恵受益国を原産地とする物

品に課される関税率（以下「ＧＳＰ税率」という。）の適用を受けるため、輸出

国であるＥ国の権限ある政府当局（以下「Ｅ国当局」という。）が発給した原産

地を証明した書類でＥＰＡ税率の適用に必要な書類（以下「締約国原産地証明

書」という。）又はＧＳＰ税率の適用に必要な書類（以下「Ｅ国原産地証明書」

という。）を提出し、ＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率の適用により輸入許可を受けて

いた。 

（３）平成 27年 12月、Ｂ税関調査部統括調査官部門（以下「本件調査担当部門」

という。）が、審査請求人が輸入した輸入貨物に係る納税申告が法、定率法等関

係諸法令の規定に従って正しく行われているか否かを確認するため、立入調査

を実施したところ、審査請求人から提出された輸入貨物に関する資料のうち、

平成 26 年１月から平成 27 年 10 月までに輸入許可された輸入貨物に係るもの

と思われる「成本分析表」と標記された資料に、靴の部分品（靴の原材料のう

ち、本底、かかと等の関税率表第 64.06項に所属する段階まで加工されている

ものをいう。以下同じ。）の一部の「采购地」をＧ国とする記載があるものがあ

ることを発見した。 

   「采购地」とはＧ国語で「仕入地」との意味があり、輸入貨物に、Ｅ国以外か

ら仕入れた部分品が使用されていた場合、ＥＰＡ附属書二に定める商品の名称

及び分類についての統一システムに関する国際条約（昭和 62 年条約第 14 号）

第１条⒜に定義される商品の名称及び分類についての統一システムの関税分

類（以下、単に「関税分類」という。）第 64類の品目別規則又は税関職員の身
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分を示す証票等の書式に関する省令等の一部を改正する省令（平成 29 年財務

省令第１号）による改正前の関税暫定措置法施行規則（昭和 44 年大蔵省令第

39号。以下、単に「暫定法施行規則」という。）別表に定める関税率表第 64類

の原産品として資格を与えるための条件（いわゆる「実質加工基準」）を充足で

きておらず、Ｅ国の原産品としての資格（以下「原産性」という。）に疑義が生

じ、ＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率が適用できない可能性もあるため、本件調査担

当部門はこの点について更に調査を進めることとした。 

（４）平成 28 年３月、本件調査担当部門はＢ税関業務部原産地調査官を介しＨ税

関Ｉ部門に対して、Ｅ国当局に対する、上記（３）により原産性に疑義が生じ

た貨物（以下「疑義貨物」という。）に係る原産性の情報提供要請を依頼した。

当該依頼を受けたＩ部門は、財務省関税局原産地規則室等を介し、Ｅ国当局に

対し疑義貨物に係る原産性の情報提供要請を行った（ＥＰＡ附属書四第六規則

１及び暫定法第 12条の２第１項）。しかしながら、Ｅ国当局から提供された資

料からは、疑義貨物の原産性を裏付けるに足る十分な情報は得られなかったた

め、原産性に係る疑義を払拭することはできなかった。 

（５）また、本件調査担当部門は審査請求人に対しても疑義貨物の原産性を証明す

る資料の提出を求めたが、審査請求人は、疑義貨物の原産性について説明及び

資料の提出によって明らかにすることはできなかった。 

（６）これを受けて、本件調査担当部門は、疑義貨物のうち、ＥＰＡ税率の適用を

受けて輸入された貨物（以下「ＥＰＡ税率適用貨物」という。）及びＧＳＰ税率

の適用を受けて輸入された貨物であって当該貨物に係る成本分析表の靴の部

分品の采购地にＧ国と記載があったもの（以下「ＧＳＰ税率適用貨物」といい、

ＥＰＡ税率適用貨物と合わせて、以下「本件貨物」という。）について、原産性

が認められず、ＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率を適用できないと思料されたことか

ら、それぞれＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率の適用を否認することとした。 

平成 30 年４月 20 日にＣ支署長及びＤ支署長が、それぞれ審査請求人に対

し、本件貨物について更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行い、更正

通知書及び加算税賦課決定通知書を送付した。 

（７）平成 30年７月 13日、審査請求人から、本件貨物についての更正処分及び過

少申告加算税賦課決定処分を不服としそれらの取消しを求める再調査の請求

が、Ｂ税関長（以下「処分庁」という。）に提起された。 

（８）令和元年６月 25日、処分庁は、「本件貨物には原産性が認められず、ＥＰＡ

税率及びＧＳＰ税率は適用できないことから、誤った税率を適用し輸入許可を

受けたものであり、関税額等を更正されるべきものである。また、更正に係る

関税等について過少申告加算税を賦課することも妥当といえる」旨を理由とし

て、上記再調査の請求について棄却する決定を行った。 

（９）審査請求人は、本件貨物についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処

分のうち関税に係る部分（本件各処分）の取消しを求め、令和元年７月 19 日
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付審査請求書（以下「本件審査請求書」という。）を財務大臣に対して提出し、

本件審査請求を提起した。 

 

２ 関係法令の規定等について 

  （１）更正及び加算税の賦課決定 

イ 関税の更正について 

税関長は、輸入しようとする貨物に係る納税申告があった場合において、

その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった

とき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査に

より、当該申告に係る税額等を更正する（法第７条の 16第１項）。 

ロ 過少申告加算税について 

    上記イの更正がされたときは、当該更正に基づき納付すべき関税額に対し

て過少申告加算税が課される（法第 12条の２第１項）。 

なお、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な

理由があると認められる事実がある場合には、納付すべき税額からその正当

な理由があると認められる事実に基づく税額を控除して過少申告加算税を課

すこととなる（法第 12条の２第３項）。 

 （２）ＥＰＡ税率について 

 イ ＥＰＡ税率とは 

    輸入しようとする貨物には、法及び定率法その他関税に関する法律により、

関税を課するが、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定

によることとされている（法第３条ただし書）。 

    ＥＰＡ税率とは、ＥＰＡの効力が生じている国（以下「締約国」という。）

の原産品（以下「締約国原産品」という。）について、適用できる税率であ

る。ＥＰＡは我が国等について平成 20 年 12 月に、Ｅ国について平成 21 年

12月に発効していることから、Ｅ国の原産品については、同協定に基づくＥ

ＰＡ税率が適用される（ＥＰＡ第 16条１）。 

 ロ ＥＰＡ税率適用の要件について     

（イ）ＥＰＡ税率は、上記イのとおり締約国原産品に対して適用されるもので

あり、関税分類第 64類に所属する産品については、ＥＰＡ第３章及びＥＰ

Ａ附属書二に定められる以下のいずれかの原産地基準を充足したものでな

ければならない。 

     ① 当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品（ＥＰＡ第 24

条⒜及び第 25条） 

② 品目別規則により、産品の原材料の一部に非原産材料が使用されてい

る場合は、非原産材料として関税分類第 64 類に所属しないもののみを

使用すること（ＥＰＡ第 24条⒝及び第 26条）。 

③ 一又は二以上の締約国の原産材料のみから当該締約国において完全



 
 

- 5 - 
 

に生産される産品（ＥＰＡ第 24条⒞） 

（ロ）また、上記（イ）に加え、ＥＰＡ税率の適用を受けようとする者は、課

税価格の総額が 20万円以下である場合等を除き、輸入申告に際し、締約国

原産地証明書（ＥＰＡ附属書四第三規則１⒜）を提出しなければならない

（法第 68 条及び関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等に関する政令（平成 28年政令第 168号）による改正前の関税法

施行令（昭和 29 年政令第 150 号。以下、単に「関税法施行令」という。）

第 61条第１項第２号イ(1)）。 

ハ 締約国原産品であることの確認について 

（イ）税関長は、輸入申告された貨物について、ＥＰＡに基づき関税の譲許の

便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかを

確認するために必要があるときは、ＥＰＡの規定に基づき、協定締約国の

権限ある当局に対し、当該貨物について質問し、又は当該貨物が締約国原

産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる（ＥＰＡ

附属書四第六規則１及び暫定法第 12条の２第１項）。 

  （ロ）税関長は、以下のいずれかに該当するときは、ＥＰＡの規定に基づき、

当該譲許の便益を与えないことができる（ＥＰＡ附属書四第八規則２及び

暫定法第 12条の２第５項）。 

      ① 当該貨物が、当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしてい

ないとき。 

② 当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益の適用を受けるために必要

な手続をとらないとき。 

③ 上記（イ）の質問又は求めを受けた者が、質問に対する回答若しくは

当該求めに対する資料の提供をしないとき、又は当該質問に対する回

答若しくは当該求めに対し提供した資料が十分でないとき。 

（３）ＧＳＰ税率について 

イ ＧＳＰ税率とは 

   ＧＳＰ税率とは、経済が開発の途上にある国であって、関税について特別の

便益を受けることを希望するもののうち、国際連合総会の決議により後発開

発途上国とされている国で特別の便益を与えることが適当であるものとして、

関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する

政令（平成 28年政令第 168号）による改正前の関税暫定措置法施行令（昭和

35年政令第 69号。以下、単に「暫定法施行令」という。）第 25条第３項によ

り財務大臣が指定した国（以下「特別特恵受益国」という。）を原産地とする

物品について適用できる税率である（暫定法第８条の２第３項）。なお、Ｅ国

は特別特恵受益国に指定されている。 

ロ ＧＳＰ税率適用の要件について 

（イ）ＧＳＰ税率は、上記イのとおり特別特恵受益国を原産地とする貨物に対
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して適用できるものであり、関税率表第 64 類に分類される物品について

は、以下の①、②のいずれかの原産地基準を充足したものでなければなら

ない 

① 一の国において完全に生産された物品（暫定法施行令第 26 条第１項

第１号及び暫定法施行規則第８条） 

② 製造しようとする物品とは異なる関税率表の項（第 64.06項を除く。）

に属する物品からの製造（暫定法施行令第 26 条第１項第２号及び暫定

法施行規則第９条） 

（ロ）また、上記（イ）に加え、ＧＳＰ税率の適用を受けようとする者は、課

税価格の総額が 20万円以下である場合等を除き、輸入申告に際し、特別特

恵受益国の原産品であることを証明した原産地証明書を提出しなければな

らない（法第 68条並びに暫定法施行令第 27条第１項及び第４項）。 

 ハ 締約国原産品であることの確認について 

関税定率法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第８号）による改正後

の関税暫定措置法第８条の４においては、上記（２）ハ（ロ）に述べたＥＰＡ

の規定に基づく譲許の便益を与えないことができる場合と同様の規定が存在

するものの、本件の輸入申告が行われた時点で適用されていた暫定法には、こ

のような規定は存在していなかった。 

（４）ＧＳＰ税率又はＥＰＡ税率が適用されない場合の適用税率について 

特恵受益国原産品とは認められずＧＳＰ税率が適用できない場合又は締約 

国原産品と認められずＥＰＡ税率が適用できない場合は、世界貿易機関を設立

するマラケシュ協定（平成６年条約第 15 号）附属書一Ａの 1994 年の関税及び

貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第 38 表の日本

国の譲許表に定める税率（以下「協定税率」という。）を適用することとなる 。 

 

第２ 審査請求人の主張 

   審査請求人は、本件審査請求書、令和元年 10 月 24 日付反論書並びに令和２年

１月 16 日付、同年３月 25 日付及び同年５月 13 日付回答書において、概要以下の

とおり主張している。 

 １ 本件貨物は、Ｅ国政府から真正な原産地証明書の発給を受け、日本政府に輸入許

可を受けたものであり、適法にＧＳＰ税率又はＥＰＡ税率の適用を受けて輸入され

たものである。 

２ 成本分析表は、靴のサンプルを作成する際に、審査請求人がサンプル作成を外注

していたＧ国企業であるＪ社（以下「サンプル作成企業」という。）が、サンプル

を製造する上で、単価の算出等に使用するために作成したものであり、成本分析表

の「采购地」（仕入地）は、サンプルの材料の仕入地を記載して使用したものであ

る。 

サンプル作成等を経て、本件貨物のような量産品を製造する際には、審査請求人
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において成本分析表にオーダー番号やスタイル番号、発注量を追記し、各原材料の

単価を更新するが、仕入地については量産品の仕入地に係る記載に更新していない。

そもそも単価以外の記載は重要視しておらず、信用できる記載ではない。 

３ 靴のサンプル作成時の、Ｇ国の部分品メーカーからの領収書等から、本件貨物の

サンプルはＧ国産の靴の部分品を用いて生産されていると認められる。 

４ 量産品の靴の部分品については、本件貨物の生産者・輸出者であるＥ国所在のＫ

社（以下「本件輸出者」という。）がＥ国で加工生産した旨を証明する書類を提出

している。 

また、サンプル以外の量産品に係る材料費及び加工費は全てＥ国の取引先に送金

している。送金額は発注契約額ごとではないが、送金時期を勘案すれば、本件貨物

に係る送金の資料と考えられる。 

５ Ｅ国で靴を一から作ることはできず、サンプルはＧ国で生産する必要がある。輸

送コスト及び製造時間の削減の観点から、サンプルについては原材料はＧ国等で仕

入れ、組立て・製造までＧ国国内で完結する。 

一方、量産設備はＥ国の工場にしかなく、サンプルをＥ国に送付して、靴の部分

品の型からＥ国で製作していくが、Ｇ国やＭ国等から仕入れる原材料もある。ただ

し、靴の部分品についてＧ国から仕入れ、原産性が失われるようなことがないよう、

本件輸出者にも伝えていた。量産する場合も、輸送コスト及び製造時間の削減の観

点から、原材料は現地（Ｅ国）で仕入れる方が有利であり、サンプルと量産品とで

原材料の仕入地を切り替える合理性がある。 

６ Ｅ国当局の提供資料について、処分庁は本件貨物に係る資料と断定しているが、

本件輸出者は審査請求人以外の日本、Ｇ国、ヨーロッパの取引先と取引をしている

ため、そのような断定はできない。 

７ 処分庁の事後調査や再調査の請求において、原産地証明書に代わる資料の提出依

頼やヒアリングはなく、資料提出等の機会が十分でなかった。 

 

第３ 当審査会の判断 

 １ 本件各処分の適法性について 

 （１）本件貨物の原産性の有無に係る争点について 

本件各処分は、本件貨物の原産性に疑義が生じ、ＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率の

適用を否認したことに基づき、行われたものである。 

上記第１の１（３）のとおり、本件貨物については、Ｇ国産の靴の部分品を使

用して製造されたかどうかという点から、その原産性に疑義が生じたものであ

り、審理関係人（審査請求人及び処分庁）から、その他の点に基づく原産性の疑

義について、特段の主張はされていない。上記第１の２（２）ロ（イ）及び（３）

ロ（イ）のとおり、ＥＰＡ税率及びＧＳＰ税率のいずれに係る原産地規則におい

ても、本件貨物が、Ｇ国産の靴の部分品を使用して製造されたと認められれば原

産性は認められない。したがって、本件貨物に原産性が認められるか否かは、本
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件貨物がＧ国産の靴の部分品を使用して製造されたと認められるかどうかによ

ることとなり、この点について審理関係人の間に争いはない。 

（２）関係者間の取引関係及び靴製造の流れについて 

   審査請求人が提出した令和２年１月 16 日付、同年３月 25 日付及び同年５月

13日付回答書によれば、審査請求人（日本）、サンプル作成企業（Ｇ国）、本件輸

出者（Ｅ国）の間に資本関係はなく、取引関係及び靴製造の流れについては以下

のとおりと解される。 

イ 日本国内の顧客からの商品企画・注文を受け、審査請求人が商品のサンプ

ル製造をサンプル作成企業に依頼 

ロ サンプル作成企業は基本的にＧ国国内で（状況によってＬ国、Ｍ国からも）

仕入れた原材料からＧ国でサンプルを製造。その際、本件輸出者と価格交渉

の上、成本分析表を作成 

ハ サンプル作成企業から審査請求人に対し、サンプルと成本分析表を送付 

ニ 審査請求人が成本分析表を用い、サンプル作成企業を介して本件輸出者と

量産品に関する価格交渉を行い、製造価格（本件輸出者への支払価格）を決

定。成本分析表の価格の記載を都度更新 

ホ 審査請求人が成本分析表の製品価格に基づき日本国内の顧客と販売価格

を交渉。審査請求人が取引の意思決定を行い、それに基づき、成本分析表に

発注番号、数量等が追記されるが、成本分析表に記載の製造価格（製品価格

及び各原材料の単価）は更新されない 

ヘ 審査請求人が、更新された成本分析表に基づき注文書を作成し、サンプル

作成企業を介し、本件輸出者に発注（注文書のみ送付し、成本分析表は送付

しない） 

ト 本件輸出者が、Ｅ国国内及びＧ国、Ｍ国等から仕入れた原材料を用い、Ｅ

国国内で量産品を製造。注文書（成本分析表）の価格は審査請求人が購入す

る際の建値であり、実際の製造費との差額は本件輸出者の利益となる 

チ 本件輸出者から審査請求人へ量産品を発送（本件貨物等の輸入） 

（３）各提出資料の評価について 

本件貨物の原産性の疑義の程度に関して、審理関係人から提出されている各

資料の評価について検討する。 

イ 成本分析表 

（イ）成本分析表に関する説明等について 

「成本」とはＧ国語で「コスト」の意味があり、成本分析表は一般的には、

原材料ごとのコストやコストの変動要因を分析することで、コスト低減や適

切な経営判断を図る等の目的で作成される。本件の成本分析表には、靴の原

材料ごとの単価や仕入地等が記載されており、コスト分析の基礎資料となる

ものである。審査請求人は本件の成本分析表について、サンプル作成企業が

本件輸出者と交渉してサンプルについて作成したものであり、靴の企画・発
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注を行う上で、靴の単価を原材料ごとに検討し、本件輸出者と価格交渉する

ために使用する資料と説明している。 

    以下、成本分析表の記載事項に関しては、下記のとおり便宜、日本語で記

述する。 

    ・「订単号」：オーダー番号 

    ・「型体」：スタイル番号（靴の型番） 

    ・「订购量」：発注量 

    ・「总计 RMB」又は「总计 USD」：単価 

    ・「厂商」：メーカー 

    ・「采购地」：仕入地 

    成本分析表に記載のある原材料のうち、「大底（本底、靴底）」「中底」「跟

（かかと）」等については、大底等と認識できる形状であれば、加工費をかけ

た上で既に汎用的な原材料ではなくなっているから、これらは靴の部分品（関

税率表第 64.06 項の物品）と認められる。この点について審理関係人の間に

争いはない。 

審査請求人は、成本分析表について、 

・ 新規に靴を開発する際に、本件輸出者と交渉してサンプル作成企業が

作成したもので、サンプルに係る部品単価や仕入地等を記載したもの

である。当初は靴のオーダー番号やスタイル番号、発注量等は記載さ

れていない。 

・ その後、審査請求人が本件輸出者との価格交渉、顧客との価格交渉を

行った上で、本件輸出者が材料の調達、靴を量産して我が国に輸入す

る過程で、都度、オーダー番号やスタイル番号、発注量等を審査請求人

が追記する。 

・ 靴の原材料の単価や製品靴としての製造価格は、本件輸出者との交渉

を経て確定する（顧客との価格交渉で販売価格が変動しても変わらな

い。）。靴のオーダー番号、スタイル番号、発注量等は、靴を量産して輸

入する過程で更新するが、仕入地の記載はサンプル作成時のまま更新

していない。本件貨物のサンプルについては、基本的にＧ国から仕入

れた靴の部分品を用いて製造しているが、量産した本件貨物について

は、Ｅ国から仕入れた靴の部分品を用いて製造している。 

・ 成本分析表に記載の価格は、審査請求人が購入する際の建値（上限価

格）であり、実費がこれを下回れば工場側の利益となる。実費の方が上

回る場合でも、工場側と再度の調整はしない。 

・ 成本分析表の記載は、単価以外は重要視しておらず、信用できる記載

ではない。 

旨を主張している。 

 これに対して処分庁は、審査請求人が単価交渉のために成本分析表を作成
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したとの主張や、成本分析表に輸入申告時のインボイスに記載されたオーダ

ー番号及びスタイル番号と同じ番号が記載されていることに鑑みれば、成本

分析表が量産品の加工、製造のための分析表であるとも判断できると主張す

る。 

 （ロ）成本分析表の仕入地以外の記載の信憑性について 

成本分析表に記載されている本件貨物の靴のオーダー番号及びスタイル

番号については、輸入申告時のインボイスや注文書と相当数が一致しており、

信憑性があるものと考えられる（ＧＳＰ税率の適用を受けた輸入貨物につい

ては、成本分析表に記載されているオーダー番号及びスタイル番号がインボ

イスと一致するものしか更正していない。）。 

靴の発注量や単価についても、成本分析表の記載はインボイスや注文書の

記載と概ね一致しており、信憑性があるものと考えられる。 

また、本件審査請求において、処分庁が事後調査時に審査請求人から取得

したものとして提出されている成本分析表とは別に、審査請求後に審査請求

人から提出されている成本分析表もある。同じ輸入申告分について双方から

成本分析表が提出されている場合について、その大部分において双方の成本

分析表の記載は一致しているが、一部においては、靴としての単価が異なり、

審査請求人が提出した成本分析表の単価がインボイスや注文書の単価と一

致しているほか、処分庁が提出した成本分析表には靴の部分品の仕入地がＧ

国との記載があるが、審査請求人が提出した成本分析表には仕入地の記載が

ないという違いがある。これについて検討すると、靴としての単価は異なる

ものが一部存在するが、それ自体は「単価については（建値として）価格交

渉等の過程を経て更新していく」旨の審査請求人の主張と整合的であり、そ

のことをもってこれらの成本分析表の他の記載の信憑性がないとはいえな

い。そして、靴の部分品についての単価は両成本分析表で一致しているから、

争点となる靴の部分品の単価については、いずれの成本分析表においても信

憑性があるものと考えられる。 

以上から、成本分析表の記載のうち、靴のオーダー番号、スタイル番号、

発注量及び単価並びに靴の部分品の単価については、信憑性があるものと認

められ、これらの点については審査請求人からも特段の反論はない 

（ハ）成本分析表の仕入地の記載の信憑性について 

一方で審査請求人は、成本分析表の仕入地は信用できる記載でない旨を主

張しており、以下この点について検討する。 

Ａ 審査請求人は、(1)「成本分析表はサンプルについて記載したもので、

サンプルの生産はＧ国国内で完結する」、(2)「成本分析表の仕入地の記載

は更新しない」、(3)「成本分析表は価格交渉のための資料であり、仕入地

については重要視していなかったため、信用できる記載ではない」旨を主

張している。 
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しかし、(1)(2)の主張によれば成本分析表の仕入地は基本的にＧ国（ま

れにＬ国、Ｍ国）と記載されるはずであるが、大底等の靴の部分品も含め

た各原材料の仕入地については、Ｇ国との記載とＥ国との記載とが混在

しており、審査請求人の主張はこの事実と矛盾している。 

また(2)(3)について、審査請求人が審査請求書とともに提出した成本

分析表や、処分庁が弁明書とともに提出した成本分析表について見ると、

同種の靴の同じ原材料について、仕入地の記載を修正していると認めら

れる。審査請求人は長年ＧＳＰ税率等を利用し、原産地規則も理解してい

ると認められるところ、原産性を左右し関税額に影響する靴の部分品の

仕入地に係る記載について、主張のように無関心であったとは認めがた

い。審査請求人は、靴を量産するに当たって、成本分析表に発注番号や発

注量を追記し、単価を更新する旨を主張し、現に同じ輸入貨物について単

価の記載が異なる（インボイス等の単価と整合的な価格に更新されてい

る）成本分析表も提出しているところ、仕入地のみ更新しないとする主張

はそもそも不自然である。 

これらの点について審査請求人に質問を行ったが説明はなされていな

い。 

Ｂ 審査請求人は、本件輸出者との交渉を経たサンプルの価格を量産品の建

値として、成本分析表に記載していると主張している。ここで建値とは上

限価格の意味であり、実際の価格がサンプルの価格を下回った場合の差

額は生産者（本件輸出者）側の利益となるとする。また、ゴム等の大元の

原材料はＧ国でしか調達できず、それをＥ国に輸送して靴底等の部分品

を製造すると、Ｇ国で部分品に加工する場合より輸送コスト分高くなる

が、サンプルを１～２足作る場合より、量産する場合の方が安くなるため、

通算すると、Ｇ国でサンプルを作る場合のコストの範囲内に、Ｅ国で量産

する場合のコストが大体収まる旨を主張する。 

しかし、輸入時のインボイスによれば、サンプルの靴は１足２ドル程度

であるのに対し、量産品は１足数十ドル程度と大きく上回っており、量産

品より低いサンプルの価格を量産品の建値とするという主張は不合理で

ある。この点について審査請求人に質問を行ったが説明はなされていな

い。成本分析表においては、靴の単価として数十ドル程度の単価が記載さ

れており、成本分析表には当初から量産品を念頭に置いた価格が記載さ

れていたものと認められ、原材料の仕入地によって靴の価格も変わり得

るから、成本分析表の仕入地についても当初から量産品についての記載

がなされているとみるのが相当である。 

Ｃ 審査請求人は、「サンプルはＥ国で作る能力がないため、Ｇ国国内で生

産する。一方、量産設備はＥ国の工場にしかないため、Ｇ国やＭ国等から

仕入れる原材料もあるが、量産品の製造はＥ国で行う。輸送コスト及び製
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造時間の削減の観点から、原材料の仕入地をＧ国からＥ国に切り替える

合理性がある」旨を主張している。 

しかし、原材料の仕入地を変更すれば、通常その単価（場合によっては

品質）も変わり、価格交渉した意味が失われるから、量産時に仕入地を変

えるのであれば、そもそもサンプルについて、わざわざ原材料ごとに価格

交渉する意味がないと考えられる。 

審査請求人からは、単価が変わらなくとも仕入地を変更する特段の事

情があることも示されていないから、量産時において、靴の原材料の仕入

地をＧ国からＥ国に変更したと考えるべき事情は認められない。 

したがって、成本分析表の仕入地は当初から量産品についての記載が

なされており、随時記載の更新もされていると窺われるから、成本分析表

は本件貨物に係る資料として、その仕入地の記載も含めて信憑性がある

ものと考えられる。 

（ニ）成本分析表の作成者及び使用方法について 

実際の成本分析表の名義（タイトル）はサンプル作成企業名となっており、

審査請求人は、「成本分析表は当初はサンプル作成企業が（サンプルについ

て本件輸出者と価格調整の上）作成するもので、（量産品について本件輸出

者等と価格調整の上）仕入地以外の記載を都度更新していくが、審査請求人

が自らの責任で更新・記載を行っているわけではない」旨を説明している。 

しかし、量産品のオーダー番号や数量は発注時に審査請求人が意思決定

して追記するものであり、審査請求人は最終的な成本分析表の作成に関与

している。また、製造単価も審査請求人、サンプル作成企業、本件輸出者の

三者間で交渉の上決定される事項であり、成本分析表の単価、仕入地、メー

カーの記載を審査請求人も確認しているものと考えられる。 

また、成本分析表の使用方法について、原価計算に用いるという通常の

使途以外にも、審査請求人は、成本分析表に記載された各原材料の価格を

基準として、（サンプル作成企業を介し）本件輸出者と価格交渉を行いつつ

成本分析表を更新し、審査請求人が取引の意思決定をして、更新された成

本分析表に基づき発注書を作成する旨を述べていることから、本件の成本

分析表は、審査請求人から本件輸出者に対する量産品についての発注書乃

至仕様書に類する書類として取引上使用されているものと認められる。 

審査請求人は「審査請求人から本件輸出者への発注は、基本的には製品

の建値を伝えるだけで、各原材料の仕入地は本件輸出者に任せていたが、

量産品の製造にはＧ国産の靴の部分品を使用しないよう本件輸出者に伝え

ていた」旨を主張していると解される。 

上記（ハ）Ａのとおり、少なくとも一部の成本分析表については仕入地

の記載が更新されていると窺われ、一方で更新されなかった成本分析表に

係る発注についても審査請求人は当該仕入地の記載を確認しているはずで
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あるから、仕入地の記載が「Ｇ国」のまま更新されなかった原材料につい

ては、Ｇ国から調達することについて審査請求人も反対していないと考え

られる。上記（ハ）Ｃのとおり、仕入地を変更すべき事情も認められない

から、本件輸出者は成本分析表に記載されたとおり、当該原材料をＧ国か

ら調達したとも考えられる。 

（ホ）小括 

      以上から、成本分析表は、実質的には審査請求人が作成に関与している

と考えられ、本件輸出者との間で量産品についての発注書乃至仕様書に類

する書類として用いられており、本件貨物に係る資料として、相当程度の

信憑性があるものと認められる。 

ロ 締約国原産地証明書及びＥ国原産地証明書 

締約国原産地証明書及びＥ国原産地証明書は、第三者証明制度に基づき、

輸出者が輸出国の発給当局であるＥ国政府に対し、貨物の原産性を疎明して

発給を受けたものである。 

処分庁は、締約国原産地証明書及びＥ国原産地証明書以外の資料から、本

件貨物には原産性がないと判断し、本件各処分を行ったものであり、締約国

原産地証明書及びＥ国原産地証明書自体の真正性には疑義を呈していない。 

締約国原産地証明書又はＥ国原産地証明書は、法第 68条及び関税法施行令

第 61 条第１項第２号イ(1)又は暫定法施行令第 27 条第１項の規定に基づき、

優遇税率の適用を受けるために原産性を明らかにする資料として、輸入申告

に際し、輸入者が税関長に提出するものであるが、当該提出によって輸入貨

物が原産品と確定するわけではない。ＥＰＡ税率又はＧＳＰ税率はあくまで

原産品に対して適用される税率であり（ＥＰＡ第 16条１及び暫定法第８条の

２第３項）、実際に締約国原産地証明書又はＥ国原産地証明書が提出されてい

ても、輸入通関審査又は事後調査の過程で原産性に疑義があれば、ＥＰＡ税

率又はＧＳＰ税率の適用を否定される事例も数多く存在する。 

ハ Ｅ国当局の回答 

上記第１の１（４）のとおり、平成 28年３月、Ｉ部門が財務省関税局 原

産地規則室等を介してＥ国当局に対し、ＥＰＡ及び暫定法の規定に基づき、

本件貨物のＥ国原産地証明書及び締約国原産地証明書の番号を指定して、そ

の原産性の情報提供要請を行ったところ、同年６月に回答を得た。Ｅ国当局

の回答レターの頭紙には、「本件貨物に関する原産地証明書は適格（eligible）」

である旨の記述があった。しかし、その添付資料であるＧ国からＥ国に輸入

した際のインボイスの一部に、輸入貨物にＧ国産の靴の部分品（ヒール及び

中底）が含まれる旨の記述があり、当該記述は「原産地証明書は適格」である

との記述と矛盾するものであった。 

令和元年10月、Ｉ部門がＥ国当局を訪問した際、Ｅ国当局の回答について、

その添付書類にＧ国産のヒール及び中底の使用を示すものが含まれているこ
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とを指摘し、改めて認識を確認したところ、Ｅ国当局から、「平成 28 年の回

答は無効であり、本件貨物はＧＳＰ税率及びＥＰＡ税率に係る原産性を有し

ないという日本税関の決定に同意する」旨の見解が表明された。また、当該

見解を示した文書がＥ国当局から送付された。 

審査請求人はＥ国当局から提供された資料が本件貨物に係るものか断定で

きないと主張するが、Ｅ国当局への情報提供依頼は本件貨物に係る原産地証

明書番号を指定して行われており、Ｅ国当局から提供された資料は、本件輸

出者が当該原産地証明書を取得するに当たり本件貨物の原産性を疎明する資

料としてＥ国当局に提出した資料であるから、本件貨物に係る資料と認めら

れる。 

さらに、Ｅ国当局はＩ部門との面会において、本件貨物はＥ国の原産性を

有しない旨の見解を示しているが、本件貨物に係る原産地証明書発給当時の

審査について、どの程度検証されたかは明らかでないことから、当該見解の

みに基づいて原産性を判断することは適当ではないと考えられる。 

ニ その他の提出資料 

上記イからハまでに掲げる資料以外に審理関係人から提出されている資料

については、下記のとおり、本件貨物の原産性に対する証明力を認め難い。 

（イ）製造工程資料 

処分庁が提出した輸入申告関係書類に含まれるもので、輸出者が靴の各

原材料について、その仕入地・加工地を記載した資料である。一部は審査請

求人からも提出されている。 

当該資料には「OUT SOLE」（靴底）等について、「Ｅ国で製造した」旨の記

載があるが、本件輸出者が自らその旨を述べているに過ぎず、製造期間や製

造数量、発注番号等について具体的な記載がないため、本件貨物の原産性に

ついて証明力を有するとは認め難い。 

（ロ）Ｅ国企業から輸出者宛の部分品のインボイス 

審査請求人が提出した資料で、Ｎ社から本件輸出者へのインボイスであ

り、「Heel」（かかと）、「Sole」（靴底）といった靴の部分品を示す品名のほ

か、Style No（型番）として「Ｏ」「Ｐ」といった番号が記載されており、

当該番号の一部は本件貨物の成本分析表にも記載がある。 

しかしながら、(ⅰ)当該資料はＥ国で靴の部分品を購入した際のインボ

イスであり、靴の部分品の原産性については記載がないこと、(ⅱ)当該資料

と成本分析表とで、靴の部分品の単価が合わないこと、(ⅲ)当該資料に記載

のあるＥ国で購入された靴の部分品が本件貨物に使用されたかどうか、紐

付けが何らなされていない（成本分析表の記載では靴の部分品の仕入地が

Ｇ国のものもＥ国のものも両方あり、Ｅ国国内で仕入れた靴の部分品があ

るからといって、本件貨物の原産性に疑義がないとはいえない）ことから、

当該資料をもって、本件貨物に使用された靴の部分品がＥ国の原産品であ



 
 

- 15 - 
 

ったと認めることはできない。 

（ハ）Ｇ国の部分品メーカーからの領収書等 

審査請求人が提出した資料で、Ｇ国の部分品メーカーと思料されるＱ社

等からサンプル作成企業への靴の原材料の請求書又は領収書である。当該

資料に記載の数量は、数個から数十個まで程度で、本件貨物に比して少量

であり、サンプル作成に係る資料であると窺われる。また、当該資料には、

「大底」（靴底）といった靴の部分品を示す品名や、型体（型番）として「Ｐ」

といった本件貨物の成本分析表にも記載のある番号が記載されている。 

審査請求人は、成本分析表がサンプル製造に係るものであることを証明

するための資料として提出した旨を主張するが、当該請求書又は領収書の

証明力を認めるとしても、当該資料は、サンプルに相当する数量の靴の部

分品を、サンプル作成企業がＧ国国内から調達したことを示すに過ぎず、

それをもって、本件貨物を製造する場合のような量産時には、かえって靴

の部分品をＥ国から調達したとは認められず、本件貨物の原産性を証明す

る資料とは認められない。 

（ニ）Ｇ国の部分品メーカーの証明書 

審査請求人が提出した資料で、審査請求人は、Ｇ国の部分品メーカーと

思料されるＱ社等が「サンプル製造のための材料のみを提供し、量産品の

ための材料を提供したことがないことを証明する」旨の資料であると主張

している。 

しかしながら、Ｇ国の部分品メーカー自身が「サンプル材料のみを提供し

たことを証明する」と記述しているだけで、提供した材料の種類や数量等、

それを裏付けるような客観的な記載は何もない。また、審査請求人が審査請

求書とともに提出した資料のうち、Ｑ社からＪ社宛の「请款明細」（請求書

明細）には、「ＥＶＡ半叉跟」（かかとの部分品）の注欄に「有大货」（日本

語で「量産品がある」を意味する。）と記載があるから、Ｑ社は量産品の靴

の部分品も生産していたと思料され、当該証明書の信憑性にも疑義がある。 

したがって、当該証明書は、本件貨物に使用された靴の部分品がＥ国の原

産品であったと証する証明力を有するとは認め難い。 

（ホ）輸出者等の加工証明 

審査請求人が提出した資料で、本件輸出者、Ｒ社及びＳ社が、大底、中底

（靴の部分品）及び楦头（靴型）について、Ｅ国で生産されたことを確認し

た旨が記載されている。なお、このうち楦头（靴型）の生産地については、

本件貨物の原産性には影響しない。 

しかしながら、当該資料には「Ｅ国で生産されたことを確認した」旨が記

載されているだけで、具体的な生産状況や生産設備等、客観的な記載が何も

ない。Ｒ社及びＳ社については、審査請求人も取引関係にないため（存在確

認も含め）具体的な説明はなされておらず、その他は、輸出者自身が証明す
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ると述べているだけである。また、当該資料に審査請求人が本件貨物の発注

番号を追記しているが、当該番号の成本分析表と比較しても、靴の部分品の

単価が一致するものはなく、数量も一致しないものが多いことから、当該資

料が本件貨物に係る資料であるかどうかの確認もできない。 

したがって、当該資料は、本件貨物に使用された靴の部分品がＥ国の原産

品であったと証する証明力を有するとは認め難い。 

（ヘ）送金資料について 

審査請求人が提出した資料で、審査請求人は、本件貨物の材料費及び加工

費について、本件輸出者（在Ｅ国）のＧ国人幹部社員に送金した際の資料で

あり、本件貨物の材料購入や製造がＥ国で行われたことを示す資料であると

主張している。 

しかし、当該資料は書類上「靴材料の購入費用」「靴資材の購入費用」と

記載があるだけで、本件貨物に係る送金資料か確認することができない。ま

た、記載金額も本件貨物の購入額の一部にとどまるし、本件貨物はＧ国等の

原材料も用いてＥ国で製造すると説明されているところ、材料費や加工費に

ついてＥ国に送金した事実があるからと言って、Ｇ国産の靴の部分品を使用

していないことの証明にはならない。 

（４）ＥＰＡ税率適用貨物に係る税率適用について 

イ ＥＰＡ税率に係る原産性の否認規定について 

ＥＰＡ附属書四第八規則２において、「ＥＰＡ（附属書四第六規則）の規定

に基づき、原産品であるか否かについての確認のための手続が実施された場合

であって、輸出国の原産地証明書の発給当局から提供された情報が、当該産品

が当該輸出国の原産品であることを証明するために十分でないときは、輸入国

の税関当局は、産品が輸出国の原産品でないと決定し、関税上の特恵待遇を与

えないことができる」旨が規定されている。 

また、これを受けて暫定法第 12 条の２第５項でも、各経済連携協定に対す

る一般的な規定として、「協定締約国の原産地証明書の発給当局に対して、協

定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料

の提供を求めた場合であって、協定締約国が当該求めに対し提供した資料が十

分でないときは、税関長は、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を

受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の

便益を与えないことができる」旨が規定されている。 

本件のＥＰＡ税率適用貨物については、輸出国の原産地証明書の発給当局で

あるＥ国当局に対し、原産性について情報提供要請が行われているから、当該

要請に対する回答を踏まえても、「原産性が十分でない」又は「原産性がない」

と言えれば、処分庁は、ＥＰＡ税率に係る原産性を否認できることとなる。 

上記否認規定を踏まえて原産性の否認の可否について検討すると、まず、審

査請求人は、輸入申告時に真正な締約国原産地証明書を提出している。法第 68
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条及び関税法施行令第 61 条第１項の規定により、ＥＰＡ税率の適用を受けよ

うとする者は、税関長に対し締約国原産地証明書の提出が求められ、税関実務

上も、通常、締約国原産地証明書が提出されれば、一旦原産性があるものとし

て通関される。 

しかし、ＥＰＡ附属書四第八規則２及び暫定法第 12 条の２第５項の規定に

基づき、Ｅ国当局に対して原産性に係る情報提供要請を行い、かつ、当該要請

に対する回答を踏まえても、原産性の証明が十分でないときは、税関長は、Ｅ

ＰＡ税率の適用を否認することができる。 

本件についてみると、上記（３）ロ及びハのとおり、Ｅ国当局からの回答は

「本件貨物に関する原産地証明書は適格」とのことであったが、その添付書類

にはＧ国産の靴の部分品（ヒール及び中底）を輸入した事実が記載されたもの

が含まれていることから、当該回答は、本件貨物の原産性を証明するのに十分

でないと判断することが妥当である。 

ロ ＥＰＡ税率適用貨物に係る成本分析表について 

ＥＰＡ税率適用貨物のうち約 85％は成本分析表の提出があり、そのうち仕入

地の記載状況について見ると、成本分析表に靴の部分品の仕入地として「Ｇ国」

と記載があるものが約 61％で、Ｅ国と記載があるものは存在しない。また、「仕

入地としてＧ国と記載があるもの」について、我が国へ輸入する際のインボイ

スと成本分析表とで、靴のスタイル番号及びオーダー番号が一致しているもの

は約 38％である。 

ハ 原産性の疑義の程度について 

まず、上記（３）イより、成本分析表の記載には本件貨物について相当程度

の信憑性があるものと認められ、ＥＰＡ税率適用貨物の約 52％については、成

本分析表の仕入地にＧ国と記載があり、逆にＥ国と記載があるものはない。ま

た、審査請求人が本件貨物の輸入期間に当たる平成 26年１月から平成 27年 10

月までに我が国に輸入した靴全体（約 28 万足）について見ると、成本分析表

が提出されているのは約 62％である。そのうちに占める割合として、靴の部分

品の仕入地としてＧ国と記載があるものが約 50％、Ｅ国と記載があるものが約

５％であり、仕入地の記載がないもの及び靴の部分品について記載がないもの

が合わせて約 45％である。したがって、審査請求人が本件輸出者から輸入する

靴については、Ｇ国産の靴の部分品を使用して製造されたものが大部分を占め

ると窺われる。 

これらを総合して考えると、特段の反証がなければ、成本分析表に仕入地の

記載がないもの及び成本分析表自体ないものも含め、ＥＰＡ税率適用貨物の原

産性には相当程度の疑義がある。 

ニ ＥＰＡ税率適用貨物に係る税率適用について 

ＥＰＡ税率適用貨物については、上記イ及びハのとおり、Ｅ国当局に対して

実施した原産性に係る情報提供要請に対する回答を踏まえても、原産性の証明
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が十分されたとはいえず、原産性に相当程度の疑義がある。従って、Ｃ支署長

及びＤ支署長は、ＥＰＡ附属書四第八規則２及び暫定法第 12 条の２第５項の

規定に基づき、ＥＰＡ税率の適用を否認することができるものと認められる。 

（５）ＧＳＰ税率適用貨物に係る税率適用について 

イ ＧＳＰ制度について 

特恵関税制度は、開発途上国（受益国）から輸入される物品に対し、通常の

関税率より低い税率を適用することにより、当該受益国の輸出と輸出所得の増

大を図り、その国の工業化と経済の発展を促進しようとするものであり、特別

特恵受益国から輸入される物品に対してはＧＳＰ税率として無税を適用する

こととしている。 

ＧＳＰ税率は、暫定法で時限的に規定していること、暫定法第８条の２第３

項で「第二条（暫定税率）…の規定にかかわらず、無税とする」旨が規定され

ていること等から、基本税率や暫定税率の特例としての税率である。ＧＳＰ税

率が設定されている物品は、途上国支援と国内産業保護のバランスを確保する

ため、一部の物品がその対象から除かれており、また、原産品と認められるた

めには、材料に非原産材料が含まれている場合、一定の加工等の要件を満たす

必要がある。ＧＳＰ税率は、これらの要件を満たすものに対して特例として適

用される税率である。 

個々の輸入申告における原産性の確認は、暫定法施行令第 27 条第１項にお

いて、ＧＳＰ税率の適用を受けて貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が特

恵受益国原産品であることを証明した原産地証明書を税関長に提出しなけれ

ばならない旨規定されている。 

ロ ＧＳＰ税率に係る原産性の否認規定について 

    関税定率法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第８号）により、（４）

イのＥＰＡ税率と同様の否認規定として暫定法第８条の４第５項が設けられ

たが、本件貨物の輸入申告当時、ＧＳＰ税率に係る否認規定は法令に設けられ

ていなかった。 

ハ 否認規定がない場合における原産性の考え方について 

本件貨物の輸入申告時には、ＧＳＰ税率に係る否認規定が設けられていなか

ったところ、明示の否認規定が設けられていない場合において、どのような場

合に原産性を否認すべきかについて検討する必要がある。 

ＧＳＰ制度においては、上記イのとおり、原則として、輸入申告時に税関に

提出される原産地証明書により貨物の原産性を確認するが、法令上、特別特恵

受益国を原産地とする物品のみが適用対象であり（暫定法第８条の２及び暫定

法施行令第 26 条から第 31 条まで）、原産性の要件について言えば、原産性が

あることが認められる物品に対して適用されるものである。従って、輸入貨物

が原産性の要件を満たさない場合には、原産地証明書が提出されていたとして

も、ＧＳＰ税率は適用されないと考えられる。 
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   ニ 取引の実態を踏まえた原産性の検証について 

原産性の検証を行うに当たっては、原産性の要件に関わる部分品の使用とい

った事実の存否について、入手された書面等の記載という「形式的」な要素の

みならず、取引関係等の実態面を含む証拠資料を総合的に考慮した上で判断す

る必要があると考えられる。 

ＧＳＰ税率適用貨物について検討すると、成本分析表の靴の部分品の仕入地

が「Ｇ国」である旨の記載だけではなく、本件輸出者が靴の部分品（ヒール又

は中底）をＧ国からＥ国に輸入した事実といった取引の実態面も含めて原産性

を判断すべきである。 

ホ ＧＳＰ税率適用貨物に係る成本分析表について 

審査請求人が、本件貨物の輸入期間に当たる平成 26年１月から平成 27年 10

月までに我が国に輸入した靴のうち成本分析表が提出されているのは約 62％

である。 

このうち、ＧＳＰ税率の適用を受けて輸入された貨物については、成本分析

表が提出されているのは約 59％であり、そのうちに占める割合として、靴の部

分品の仕入地としてＧ国と記載があるものが約 47％、Ｅ国と記載があるものが

約６％であり、仕入地の記載がないもの及び靴の部分品について記載がないも

のが合わせて約 47％である。 

ＧＳＰ税率の適用を受けて輸入された貨物については、我が国へ輸入する際

のインボイスに記載のある靴のオーダー番号及びスタイル番号が成本分析表

と一致し、当該成本分析表に靴の部分品の仕入地としてＧ国と記載のあるもの

のみ、本件の更正対象とされている。 

ヘ 原産性の疑義について 

上記（３）及び（５）ハ乃至ホを踏まえて、原産性の疑義について検討する。 

まず審査請求人は、輸入申告時に真正なＥ国原産地証明書を提出しており、

一旦は原産性があるものとして通関される。しかし、通関後の税関の事後調査

によって原産性がないことが明らかになった場合においてまで、原産地証明書

の提出により原産性があるとみなされる旨の規定は法令上なく、暫定法第８条

の２第３項に「…特別特恵受益国…を原産地とする別表第五に掲げる物品以外

のもの…に課する関税の率は、…無税とする」と規定されていることから、特

別特恵受益国を原産地とすると認められない物品については、ＧＳＰ税率は適

用されない。 

本件についてみると、ＧＳＰ税率適用貨物は、成本分析表の靴の部分品の仕

入地にＧ国と記載があり、成本分析表と輸入時のインボイスでオーダー番号及

びスタイル番号がすべて一致している。 

上記（３）イのとおり、成本分析表の記載は、審査請求人の主張と異なり、

靴の部分品の仕入地についても相当程度の信憑性があるものと認められ、靴の

原産性には疑義がある。 
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ト 原産性の要件を満たさないと認められる貨物の特定について 

ＧＳＰ税率適用貨物は、上記（５）ヘのとおり、その原産性には疑義がある

が、上記ニの考え方を踏まえ、以下、原産性の要件を満たさないと認められる

貨物について個別に検討する。 

（イ）ヒールを使用した靴 

Ｅ国当局の提供資料から、輸出者がＧ国からＥ国に「ヒール」を輸入した

事実を確認することができ、ヒールを使用した靴については、審査請求人が

「ヒールを使用した靴」として特定した資料から当該靴のスタイル番号と

成本分析表及び輸入時のインボイスのスタイル番号を結びつけることで、

対象貨物を特定することが可能であり、取引の実態面を踏まえても、これら

の貨物について、Ｇ国産のヒールを使用したものと認められることから、こ

れらの貨物について原産性の要件を満たさないと認められる。 

（ロ）中底を使用した靴 

Ｅ国当局の提供資料から、輸出者がＧ国からＥ国に輸入した「中底」は、

本件貨物のいずれかに使用されたことは推測されるものの、Ｅ国当局の提

供資料と原産地証明書番号が結びついておらず、どの原産地証明書に係る

貨物に使用されているかは判断できないことから、具体的な貨物を特定す

ることは困難であるため、原産性の要件を満たさないとは認められない。 

（ハ）ヒール及び中底を使用していない靴 

成本分析表の仕入地に「Ｇ国」と記載があるものの、Ｅ国当局の提供資

料、その他の資料から、ヒール及び中底以外の靴の部分品を輸出者がＧ国

からＥ国に輸入していた事実は確認できないため、原産性の要件を満たさ

ないとは認められない。 

（６）本件各処分の適法性について 

本件各処分のうち、更正処分については、上記（４）のとおり、ＥＰＡ税率適

用貨物については、Ｃ支署長及びＤ支署長は、ＥＰＡ附属書四第八規則２及び暫

定法第 12条の２第５項の規定に基づき、ＥＰＡ税率の適用を否認することがで

きるものと認められる。従って、同貨物については、協定税率を適用すべきとこ

ろ、誤った税率を適用し輸入許可を受けたものであるから、上記第１の２（１）

イのとおり、関税額を更正することとなる。 

また、上記（５）のとおり、ＧＳＰ税率適用貨物のうちヒールを使用したもの

はＥ国原産品とは認められず、ＧＳＰ税率は適用できないことから、協定税率を

適用すべきところ、誤った税率を適用し輸入許可を受けたものであるから、上記

第１の２（１）イのとおり、関税額を更正することとなる。 

他方、ＧＳＰ税率適用貨物のうちヒールを使用していないものについては、Ｅ

国原産品と認められ、ＧＳＰ税率を適用すべきであることから、当該貨物に係る

更正処分は適法とは認められない。 

また、過少申告加算税については、上記第１の２（１）ロのとおり、更正前の
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税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認めら

れる事実がある場合には、当該事実に基づく税額を控除して過少申告加算税を

課すこととなる。 

過少申告加算税については、最高裁判所平成 18年４月 20日判決（平成 17年

（行ヒ）第９号）において、「過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反

の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによっ

て、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是

正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納

税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であり、主観的

責任の追及という意味での制裁的な要素は重加算税に比して少ないものであ

る。」「過少申告加算税の上記の趣旨に照らせば、同項にいう「正当な理由がある

と認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事

情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過

少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが

相当である。」と判示されている。 

本件貨物の原産性については、本来的には、輸入（納税）申告を行い税額を確

定させる審査請求人自身が把握すべきものである。また、審査請求人は、靴の国

外生産、輸入、販売を業としており、靴の部分品の仕入地についてＧ国との記載

がある成本分析表を所持していたのであるから、当該靴の部分品の原産地につ

いて確認しなかった点で、審査請求人に落ち度がないとはいえない。そうすると、

真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められな

いから、本件貨物のうち、上記更正がなされるべき貨物については、過少申告加

算税が賦課されるべきである。 

したがって、本件貨物に対して、事後調査の結果、ＥＰＡ税率及びＧＳＰ税率

の適用を否認したことに基づきなされた本件各処分は、その一部（ＥＰＡ税率適

用貨物及びＧＳＰ税率適用貨物のうちヒールを使用したものに係る処分）につ

いては適法であるが、それ以外については適法とは認められない。 

２ 審査請求人のその他の主張について 

（１）審査請求人は、処分庁の事後調査時に調査担当職員から「資料の提出が遅延す

ると重加算税の対象になる」との恫喝に近い態度、言動があったと主張するが、

客観的な資料は提出されておらず、そのような事実は認められないから、審査請

求人の主張には理由がない。 

（２）審査請求人は、「処分庁の事後調査や再調査の請求において、原産地証明書に代

わる資料の提出依頼やヒアリングはなく、資料提出等の機会が十分でなかった」

旨を主張する。 

しかし、事後調査期間中である平成 29 年９月 12 日に、処分庁の調査担当職員

が審査請求人に対し、Ｅ国当局の提供資料を踏まえても本件貨物の原産性に疑義

があることを伝えた上で資料の提出を促しているし、再調査の請求提起後の平成
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30年 10月 22日に、処分庁の不服申立て担当職員が請求人に対し、自らの主張を

理由づける証拠の提出を促しており、審査請求人の主張には理由がない。 

 

第４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求のうち、ＥＰＡ税率適用貨物及びＧＳＰ税率適用貨

物のうちヒールを使用した貨物に対する部分には理由がない。また、ＧＳＰ税率適

用貨物のうちヒールを使用していない貨物については、Ｇ国を仕入地とする部分品

が本件貨物に使用されていることは明確でなく、審査請求人には貨物の原産性があ

ることを主張すべき理由がある。 

よって、本件各処分のうち別紙(1)及び(6)に掲げる処分に対する審査請求には理

由がないから、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第 45 条第２項の規定に

より、いずれも棄却されることが相当である。また、同法第 46 条第１項の規定に

より、本件各処分のうち別紙(4)、(9)、(10)、及び(12)乃至(15) に掲げる処分はい

ずれもその全部を取り消し、別紙(2)、(3)、(5)、(7)、(8)、(11)及び(16)に掲げる

処分はいずれもその一部を取り消すことが相当である。 
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別紙  

 

審査請求に係る本件各処分 

⑴  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる更正  

平成 30年４月 20日付 更正第〇号 

⑵  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる更正  

平成 30年４月 20日付 更正第〇号 

⑶  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる更正  

平成 30年４月 20日付 更正第〇号 

⑷  Ｄ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる更正  

平成 30年４月 20日付 更正第〇号 

⑸  Ｄ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる更正  

平成 30年４月 20日付 更正第〇号 

⑹  Ｃ支署長による関税にかかる加算税賦課決定  

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑺  Ｃ支署長による関税にかかる加算税賦課決定  

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑻  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑼  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑽  Ｃ支署長による関税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑾  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⑿  Ｃ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⒀  Ｄ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⒁  Ｄ支署長による関税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⒂  Ｄ支署長による関税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

⒃  Ｄ支署長による関税及び消費税並びに地方消費税にかかる加算税賦課決定 

平成 30年４月 20日付 過少申告加算税賦課決定第〇号 

 


